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１ 計画の策定経過  

計画は，次のとおり検討審議されました。 

 

 

２ 計画の点検・評価 

 

計画策定後は，高知市高齢者保健福祉計画推進協議会に対し，定期的に計画の評価等を報告す

るとともに，進行管理を行っていきます。また，ホームページに計画の概要を掲載し，市民に情報発信

をする一方，市民からの声を受け，市民とともに計画を点検・評価していきます。 

会の種類 開催日 主な内容 

令和５年度 

第１回 

高齢者保健福祉計画推進協議会 

令和５年 

７月１２日 

・次期計画策定に向けた策定体制・スケジュール 

・高知市高齢者保健福祉計画（令和３～５年度）の 

進捗状況 

第２回 

高齢者保健福祉計画推進協議会 

令和５年 

10月23日 

・令和４・５年度高齢者保健福祉に関する調査結果報告 

・新計画概要（案） 

第３回 

高齢者保健福祉計画推進協議会 

令和５年 

12月４日 
・高知市高齢者保健福祉計画（令和６～８年度）素案 

第４回 

高齢者保健福祉計画推進協議会 

令和６年 

１月18日 
・高知市介護保険事業計画（令和６～８年度）素案 

パブリックコメント 

令和６年 

１月31日   

～ 

２月21日 

 

第５回 

高齢者保健福祉計画推進協議会 

令和６年 

２月29日 

・高知市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

（令和６～８年度）原案 
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３ 計画推進協議会委員名簿（任期：令和５年４月１日～令和８年３月31日） 

  所属 役職等 委員氏名 
協議会 

役 職 
備考 

１ 国立大学法人高知大学 教授 安田 誠史 会長 
 

２ 一般社団法人高知県作業療法士会 会長 浅川 英則  
 

３ 一般社団法人高知市医師会 理事 植田 一穂  
 

４ 一般社団法人高知市歯科医師会 会長 宮川 慎太郎  
 

５ 公益社団法人高知県栄養士会 会長 新谷 美智  
 

６ 公益社団法人高知県薬剤師会 
高知市薬剤

師会会長 
植田 隆  

 

７ 公益社団法人高知県理学療法士協会 会長 

宮本 謙三  令和５年７月11日まで 

大畑  剛  令和５年７月12日から 

８ 
公益社団法人 

高知市シルバー人材センター 
局長 藤原 好幸  

 

９ 
公益社団法人 

認知症の人と家族の会高知県支部 
代表 楠木 司  

 

10 高知県医療ソーシャルワーカー協会 会長 中本 雅彦 副会長 
 

11 高知県ホームヘルパー連絡協議会 副会長 川田 麻衣子  
 

12 高知県老人福祉施設協議会 副会長 福田 晃代  
 

13 高知市居宅介護支援事業所協議会 理事 森田 誠  
 

14 高知市民生委員児童委員協議会連合会 副会長 公文 康俊  
 

15 高知市老人クラブ連合会 副会長 北代 俊雄   

16 社会福祉法人高知市社会福祉協議会 常務理事 池内 章   

17 
特定非営利活動法人 

高知市身体障害者連合会 
会長 中屋 圭二   

18 公募委員  小笠原 育子  
 

19 公募委員  西村 敦司  
 

20 公募委員  藤田 千夏  
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４ 用語の説明  

【あ行】 

＊アセスメント 

利用者の有する能力，置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を

明らかにし，利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき

課題を把握すること 

 

＊いきいき健康チャレンジ 

「チャレンジ目標（①体重測定②血圧測定③8,000歩（65歳以上6,000歩）以上歩く④

週に２日休肝日をつくる⑤禁煙）の中から一つ決め，３か月実践し記録する」という高知市保

健所が取り組んでいる健康づくり事業 

 

＊いきいき・かみかみ・しゃきしゃき百歳体操 

高知市が介護予防を目的に開発した体操。いきいき百歳体操は，筋力をつけ，いつまでも

元気で過ごせる体をつくることを目的とした錘を使った筋力運動。かみかみ百歳体操は，食べ

たり飲みこんだりする力をつけることを目的とした運動。しゃきしゃき百歳体操は，認知機能（注

意力や判断力）を高めることを目的とした運動をいう。 

 

＊いきいき百歳サポーター 

地域で実施しているいきいき百歳体操会場のサポートを行うボランティア 

 

＊Ａ類型（人員基準緩和）事業所 

       人員基準を緩和し，一定の研修を受講した者も従事することができ，生活援助を行う事業

所 

 

＊ＡＣＰ（人生会議） 

人生の最終段階における医療・ケアについて，本人が家族等や医療・ケアチームと繰り返し

話し合う取組（アドバンス・ケア・プランニング） 

（厚生労働省 HP，https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02615.html） 

 

＊ＳＮＳ 

ソーシャルネットワーキングサービス。個人間のコミュニケーションを促進し，社会的なネット

ワークの構築を支援する，インターネットを利用したサービス 

 

【か行】 

＊介護事業所認証評価制度 

介護職員の育成や定着，利用者満足度の向上につながる取組について，高知県で一定の

項目や基準を定め，それを達成するために取り組む事業所のサポートを行い，優良事業所を

「高知県認証介護事業所」として評価し，公表を行う。 

 

＊過誤 

国保連合会で審査確定した内容に誤りがあった場合に，事業所から保険者に過誤申立て
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をして，給付実績を取り下げる（支払い金額の返還を行う）処理 

 

＊希望をかなえるヘルプカード 

      認知症の人等が自分の望んでいること（やりたいことや，続けたいこと）を，安心してスムー

ズに周囲の人に伝えるため，ご本人が使うカード 

 

＊キャラバンメイト 

認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を企画・立案し実施する者 

 

＊居宅介護支援事業所 

在宅の要介護者が適切に介護サービスを利用できるようケアマネジャーが在籍し，要介護

認定申請の手伝いや，利用者（要支援・要介護認定者）のケアプランを，利用者や家族の立

場になって作成する事業所 

 

＊ケアプラン 

要介護または要支援と認定された被保険者等の依頼に応じて，アセスメントと本人や家 族

の意向をもとにケアマネジャーによって立てられるサービス提供の計画 

 

＊ケアマネジメント 

適切なアセスメントに基づいて，各種サービスを調整して適切で効果的なケアを提供するこ

と 

 

＊ケアマネジャー 

介護支援専門員。介護保険の認定者からの相談に応じ，その希望や心身の状況から適切

な在宅または施設サービスが利用できるように，介護サービス計画を立てるとともに市町村，

居宅介護サービス事業者，介護保険施設等との連絡調整を行う人 

 

＊ＫＤＢ 

国保データベースシステム。国民健康保険中央会（国保中央会）が開発したデータ分析シ

ステムのこと。「特定健康診査・特定保健指導」「医療」「介護保険」等に係るデータを利用し

た統計情報等を取扱う。 

 

＊こうち笑顔マイレージ 

高知市民が，介護施設等でのボランティア活動に参加したり，「いきいき百歳体操」へ参加

したりすること（健康づくり活動）でポイントがたまり，商品券などに還元することができる制度

（参加には登録が必要）。活動の種類として「ボランティア活動」と「健康づくり活動」がある。 

 

＊こうち笑顔マイレージ（ボランティア活動） 

高知市民でボランティアとして登録した人が，介護保険施設等にてボランティア活動をした

際にポイントを付与し，年間400ポイント（40,000円）を上限に，ですかチャージ券や商品券

等と交換することができる制度 

 

＊高知くらしつながるネット（愛称 Lico ネット） 

市内の医療，介護，障害，子育て支援の支援機関やサービス事業所，集いの場など，地域

の生活支援情報を検索できるウェブサイト。「だれもが安心していきいきと自分らしく暮らせる
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支え合いのあるまち」をめざした取組の一つとして令和２年１月に運用開始。 

 人と人，人と資源がつながることをイメージした名称とし「くらし（Living）」「つながる

（Connect）」から，愛称を Licoネットとした。 

 

＊高知県居住支援協議会 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため，地方公共団体や

関係業者，居住支援団体等が連携し，住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双

方に対し，住宅情報の提供等の支援を実施するもの。高知県においては，これに加え，高知県

への移住希望者に対する検討も行っている。 

 

＊高知市交通バリアフリー基本構想 

平成12年度に施行された交通バリアフリー法に基づき，高齢者・身体障害者等の移動に

係る身体の負担を軽減することにより，その移動の利便性及び安全性の向上を図るために，

移動円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想 

 

＊高知市交通バリアフリー道路特定事業計画 

平成15年度に策定された高知市交通バリアフリー基本構想に基づいて，重点的に整備を

行っていく道路についての事業計画 

 

＊高知市在宅医療介護支援センター 

本市が高知市医師会に委託し設置した在宅医療と介護を結びつけるコーディネート機関。

医療・介護関係者の連携をサポートすることで，高齢者が医療や介護が必要になっても，住み

慣れた地域で自分らしく安心して暮らせる地域づくりを支援している。 

 

＊高知市在宅医療・介護連携推進委員会 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者等が，住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

希望するまで続けることができるよう，在宅医療及び介護を一体的に提供する体制を構築す

るための方策等を協議するために設置した市民を含む関係者から構成される委員会 

 

＊高知市地域公共交通計画 

人口減少と少子高齢化により地域の暮らしと産業を支える交通が重要となる一方で，公共

交通利用者減少や運転手不足，公費負担の増加等の社会経済情勢の変化に伴い，多様な

交通手段が相互に連携した，将来にわたって持続可能な公共交通サービスを実現するため

の実施計画 

 

＊高知市避難行動要支援者の避難支援プラン（全体計画） 

平成25年６月に災害対策基本法が改正され，高齢者や障害者など災害時に自ら避難する

ことが著しく困難な方の「避難行動要支援者」の名簿作成が市町村に義務付けられるととも

に，本人同意を得た上で，平常時から地域での支援者となる民生委員や自主防災組織等の

各団体（避難支援等関係者）に名簿情報を提供することとされ，地域防災計画の修正に併せ

て，平成26年12月に策定。今後，名簿を活用し，地域が中心となって個別計画（要支援者

個々の避難方法等を定めた避難支援計画）を策定するなど，地域と連携した災害時における

避難支援体制を整備していく。 
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＊交通バリアフリー法 

正式名称「高齢者，身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関す

る法律（平成12年施行）」。公共交通事業者にバリアフリー化に向けた施設整備を義務付け

る一方で，自治体にあっては，一定規模の旅客施設を中心とした地区（重点整備地区）にお

いて面的なバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するための「交通バリアフリー基本構

想」を策定できると規定されている。 

 

＊高齢化率 

65歳以上人口が総人口に占める割合 

 

＊高齢者世話付住宅（シルバーハウジング） 

生活援助員により生活相談や生活指導，安否確認等のサービスを必要に応じて実施して

いる住宅 

 

【さ行】 

＊サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者専用の民間賃貸住宅で，居室の広さや設備，段差解消等のバリアフリー化に加え，

生活相談や安否確認等のサービスを提供する住宅であり，都道府県・政令市・中核市が登録

を行う。 

 

＊支え合いマップ 

住民のふれあいや助け合いの実態を，地元住民が住宅地図に記入していき，地域にある福

祉課題や対処方法について考えるための手法 

 

＊自主防災組織 

「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚，連帯感に基づき，自主的に結成する組織

であり，災害による被害を予防し，軽減するための活動を行う組織。災害対策基本法において

は，「住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織（第2条の２第２号）」として，市町村

がその充実に努めなければならない旨が規定されている。 

 

＊市長審判請求 

認知症高齢者等で４親等内親族に成年後見制度の申立てを行う意思が無く，援助を受け

ることができない方について，市長が審判の請求をするもの 

 

＊知っちょいてノート 

      ＡＣＰ（人生会議）に活用できるよう，本人の想いや希望について，家族や友人，信頼できる

人，または医療・介護の支援者に事前に知っておいてもらうために，高知市在宅医療介護支

援センターが作成したノート 

 

＊市民後見人 

弁護士や司法書士などの資格は持たないものの，社会貢献への意欲や倫理感が高い一

般市民の中から，成年後見に関する一定の知識・態度を身に着けた良質の第三者後見人等

の候補者 
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＊若年性認知症 

65歳未満で発症した認知症 

 

＊若年性認知症支援コーディネーター 

若年性認知症に関する相談から医療・福祉・就労の総合的な支援を実施するため，若年性

認知症の人の自立支援にかかわる者のネットワーク調整役を担う者 

 

＊住宅確保要配慮者 

低額所得者，被災者，高齢者，障がい者，子供を育成する家庭その他住宅の確保に特に配

慮を要する者 

 

＊小規模多機能型居宅介護 

心身の状況や希望に応じて，「通い」を中心に「訪問・泊まり」を組み合わせて日常生活上

の介護や機能訓練などを受けるサービス 

 

＊ショートステイ 

要介護の高齢者が数日から１週間程度施設に入所できるサービス 

 

＊生活支援コーディネーター 

生活支援体制の整備を推進していくため，地域資源の把握や不足する資源の開発，生活

支援サービス等の提供主体間のネットワーク構築，新たな担い手の養成，地域の生活支援ニ

ーズと取組のマッチング等を行う人 

 

＊生活支援体制整備事業 

ＮＰＯ法人，民間企業，協同組合，ボランティア，社会福祉法人，社会福祉協議会，老人クラ

ブ，シルバー人材センター等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら，多様な日

常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に行うことを目的

とした事業 

 

＊生産年齢人口 

年齢別人口のうち労働力の中核をなす15歳以上65歳未満の人口層 

 

＊成年後見制度 

認知症，知的障がい，精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方について，本人の

権利を守る援助者を選ぶことで法律的に支援する制度 

 

【た行】 

＊第1層協議体 

市町村が主体となって，生活支援等サービスの多様な提供主体が参画する定期的な情報

の共有・連携強化の場で，生活支援に関する取組の方向性や課題の把握，解決策の検討等

を行う協議体 

 

＊第２層協議体 

地域包括支援センターの担当地域内を対象に行う協議体 
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＊第６期介護給付適正化計画 

都道府県が，市町村と一体となった介護給付の適正化のために，国の指針に基づき平成

19年度に「介護給付適正化計画」を策定。平成19～22年度を第１期，平成23～26年度を

第２期，平成27～29年度が第３期，平成30～令和２年度が第４期，令和３～５年度が第５期，

令和６～８年度が第６期となる。 

 

＊団塊ジュニア世代 

      第二次ベビーブーム（1971～1974年）の時期に生まれた世代 

 

＊団塊の世代 

      第一次ベビーブーム（19４７～19４９年）の時期に生まれた世代 

 

 

＊地域ケア会議 

個別事例の課題解決を通じて自立支援に資するケアマネジメント力の向上や支援ネットワ

ークの構築，地域課題の把握や検討を多職種で行う会議 

 

＊地域福祉コーディネーター 

地域社会の生活問題について，地域住民の主体性を高めつつ，住民自らそれらの問題を

明確化し，解決していくことを側面的に支援する役割をもった専門職。高知市社会福祉協議

会に配置されている。 

 

＊地域包括ケア「見える化」システム 

厚生労働省が構築したシステム。地域間比較等による分析から，自治体の課題抽出がより

可能となる。同様の課題を抱える自治体の取組事例等を参照することで，各自治体が自らに

適した施策が検討しやすくなる。 

 

＊地域密着型サービス 

住み慣れた自宅や地域での生活を継続できるようにすることをめざして導入されたサービ

ス。このサービスを利用できるのは，原則，高知市民に限られる。 

 

＊チームオレンジ 

      認知症サポーター養成講座や認知症ステップアップ研修等で認知症について正しく理解

し，認知症の人や家族が安心して暮らし続けられるよう地域の中で見守り・支援するチームの

こと。チームは地域住民に限らず，専門職や企業，認知症の人やご家族等も含まれる。 

 

＊通所型サービスＢ 

有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援 

 

＊通所型サービスＣ 

保健・医療の専門職により提供される，３～６か月の短期間で行われるサービス 

 

＊津波避難ビル 

津波浸水予測区域内の市民が，南海地震等によって発生する津波の衝撃や，浸水した水

から身体を守るため，地震発生から，浸水が解消し，地上を安全に歩行できるまでの期間，一
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時的に高所に避難するための人工構造物 

 

＊定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

ヘルパーや看護師による定期的な訪問と，利用者からの通報に対する電話応対や随時の

訪問を行うサービス 

 

＊適正化事業 

「介護給付等適正化事業」と同義 

 

＊デマンド型乗合タクシー 

予約（デマンド）して利用ができる公共交通。 路線バスと同様に決まったルート・ダイヤで

乗り合い運行している。 

 

＊特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム等の「特定施設」であって，特定施設入居者生活介護事業所の指定を受

けた住居に入居している者に，食事・排せつ等の介護や機能訓練などを行う。 

 

＊特定目的住宅 

高知市営住宅条例第 9 条第 2 項に規定する特定の目的のために整備する市営住宅。 

高齢者世帯向住宅，高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）等がある。 

 

＊特別養護老人ホーム 

介護老人福祉施設。可能な限り居宅における生活への復帰を念頭において，入浴や排泄，

食事の介護など，日常生活上の世話や機能訓練などを行う施設 

 

【な行】 

＊ナッジ理論 

行動経済学の知見の活用により，人々が自分自身によってより良い選択を自発的に取れる

よう手助けする政策手法 

 

＊日常生活圏域 

高齢者人口や地域におけるさまざまな活動単位等を考慮し，地域を生活圏域によって区分

したもの。高知市では第８期において，地域包括支援センターの14区域を日常生活圏域とし，

第７期までの東・西・南・北の４つの圏域についてはブロックとして設定 

 

＊入・退院時の引継ぎルール 

医療と介護を必要とする介護保険を利用する高齢者等が，安心して在宅生活を継続してい

くために，入・退院をする際に，病院とケアマネジャーが「互い」に「確実」に「引継ぎ」と「情報

共有」を行うことをめざし，病院担当者とケアマネジャーが協議をした上で策定した，本市にお

けるルール 

 

＊認知症カフェ 

認知症の人やその家族，地域住民，医療や介護の専門職等，誰もが参加できる場 

 

- 149 -



資料 

＊認知症ケアパス 

認知症の人の状態に合わせて，どのような支援やサービスを受けられるのかを表したもの 

 

＊認知症サポーター 

認知症に関する正しい知識を持ち，地域や職場において認知症の人や家族を支援する人 

 

＊認知症初期集中支援チーム 

認知症の人やその家族に早期に関わり，早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築す

るチーム。チーム員は，一定の要件を満たす専門職２名以上，専門医１名の計３名以上の専門

職にて編成する。 

 

＊認知症自立度 

認知症高齢者の日常生活自立度。認知症の人にかかる介護の度合い，大変さをレベルご

とに分類したもの。「自立」「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」「Ｍ」に分類される。 

「自立」 ：まったく認知症を有しない人 

「Ⅰ」   ：何らかの認知症を有するが，日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している

状態 

「Ⅱ」   ：日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られて

も，誰かが注意していれば自立できる状態 

「Ⅲ」   ：日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ，介護

を必要とする状態 

 

＊認知症対応型共同生活介護 

認知症と診断された人が少人数で共同生活を営みながら，家庭的な雰囲気の中で介護や

機能訓練などを受けるサービス 

 

＊認知症対応型通所介護 

認知症の症状がある者に対し，デイサービスセンターなどで，認知症状の進行緩和をめ ざ

したサービスを行う。 

 

＊認知症地域支援推進員 

認知症の人の状況に応じた支援体制を構築することができるよう，医療・介護及び地域の

社会資源等の連携推進や本人や家族の相談業務等を担う人 

 

＊認知症の人と家族への一体的支援プログラム（ミーティングセンター） 

     一体的支援プログラムは，家族をひとつの単位として捉えた家族の出会いと話し合いに基づ

く家族関係の調整と気づきを促すためのプログラム。令和４年度より地域支援事業に位置付け

られた。 

 

＊認定率 

認定者数を65歳以上人口で除したもの 
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【は行】 

＊８０５０問題 

80代の親と50代の単身無職の子が同居する世帯，もしくはそれに類する世帯に着目し た

社会問題。現時点で生活が逼迫しているわけではないが，親の年金等で生計を維持している

ことにより，親亡き後に子どもが困窮状態になる可能性が高くなると考える。 

 

＊パブリックコメント 

高知市市民意見提出制度のこと。透明で開かれた市民に信頼される市政をめざして，意思

決定前の情報の公表を行い，市民の多様な意見・提言等を広く聴くことによって，市民の立場

に立った，より質の高い政策を立案，決定することにある。また，同時に市民の疑問や意見等に

対する市の説明の機会を確保するとともに，市民の市政への参画を促進する一手法として実

施するもの 

 

＊バリアフリー 

高齢者や障がのある人等の行動を妨げている障壁を取り除いた建築設計。また，高齢者や

障がいのある人等が社会的，心理的に被っている偏見や差別意識を取り除く心のバリアフリ

ーも含まれる。 

 

＊バリアフリー新法 

正式名称は，「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」。それまであった

いわゆる「ハートビル法」（正式名称「高齢者，身体障害者等が円滑に利用できる特定建築

物の建築の促進に関する法律」）と交通バリアフリー法（正式名称「高齢者，身体障害者等の

公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」）を統合した法律 

 

＊避難行動要支援者 

要配慮者のうち，生活の基盤が自宅にあり，かつ災害が発生し，または発生するおそれがあ

る場合に自ら避難することが著しく困難である人 

 

＊福祉住環境コーディネーター 

高齢者や障がい者に対し，できるだけ自立しいきいきと生活できる住環境を提案するアド

バイザー。医療・福祉・建築について体系的に幅広い知識を身に付け，各種の専門家と連携

をとりながらクライアントに適切な住宅改修プランを提示している。 

 

＊福祉避難所 

高齢者や障がい者等，一般的な避難所では生活に支障がある人を対象に何らかの特別な

配慮がされた施設 

 

＊フレイル 

要介護状態に至る前段階として位置づけられるが，身体的脆弱性のみならず精神心理的

脆弱性などの多面的な問題を抱えやすく，自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイ

リスク状態 

 

＊平均自立期間 

生存期間について日常生活に介護を要しない期間を「自立期間」と呼び，集団における各
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人の自立期間の平均値を「平均自立期間」という。「65歳の平均自立期間」とは，65歳の人

が要介護２の状態になるまでの期間をいう。 

 

＊訪問型・通所型サービスＡ事業 

人員基準を緩和し，一定の研修を受講した者も従事することができ，生活援助を行う事業 
 
＊訪問型・通所型サービスＢ 

有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援 
 
＊訪問型サービスＣ 

閉じこもり等の心身の状況のために通所による事業への参加が困難で，訪問による介護予

防の取組が必要と認められる者を対象に，保健・医療専門職がその者の居宅を訪問して，そ

の生活機能に関する問題を総合的に把握，評価し，社会参加を高めるために必要な相談・指

導等を実施する短期集中予防サービス 

 

【や行】 

＊要介護認定適正化事業 

要介護・要支援認定における訪問調査の保険者職員等による実施及び委託訪問調査に

関する認定調査状況のチェック等の実施を行うことにより，適正に認定を行うようにする事業 

 

【ら行】 

＊リハビリ専門職 

リハビリテーションを専門的に行う職種（理学療法士や作業療法士，言語聴覚士） 

 

＊レスパイトケア 

家族等の介護を行う人が一時的に介護から離れ，休息を取れるようにするための支援 

 

 

５ 高知市高齢者保健福祉計画 指標・目標一覧 
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＞
　

数
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３
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７
年

●
高
齢
者
の
自
覚
的
健
康
感
が

「と
て
も
よ
い
」「
ま
あ
よ
い
」の
割
合

74
.9
%

令
和
５
年
度

78
%

令
和
８
年
度

基
本
目
標

数
値

時
点

数
値

時
点

●
い
き
い
き
百
歳
体
操
参
加
者
数

6,
14
0人
/年

令
和
５
年
7月
調
査

9,
00
0人
/年

令
和
８
年
７
月
調
査
予
定

●
い
き
い
き
百
歳
サ
ポ
ー
タ
ー
新
規
育
成
数

92
人
/３
年
間

令
和
５
年
９
月
末
時
点

18
0人
/３
年
間

令
和
８
年
度
末

●
健
康
講
座
の
開
催
数
（健
康
づ
く
り
・介
護
予
防
・自
立
支
援
・高
齢
期

に
多
い
疾
患
（が
ん
等
）の
啓
発
）

13
1回
/３
年
間

令
和
５
年
９
月
末
時
点

14
0回
/３
年
間

令
和
８
年
度
末

●
第
２
層
協
議
体
開
催
数

15
5回

令
和
５
年
９
月
末
時
点

25
2回

令
和
８
年
度
末

●
こ
う
ち
笑
顔
マ
イ
レ
ー
ジ
（ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
）登
録
者
数

47
0人

令
和
５
年
９
月
末
時
点

60
0人

令
和
８
年
度
末

●
訪
問
型
・通
所
型
サ
ー
ビ
ス
Ａ
事
業
所
数

３
事
業
所

令
和
５
年
９
月
末
時
点

５
事
業
所

令
和
８
年
度
末

●
訪
問
型
・通
所
型
サ
ー
ビ
ス
B
事
業
所
数

４
事
業
所

令
和
５
年
９
月
末
時
点

10
事
業
所

令
和
８
年
度
末

●
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
C
事
業
所
数

11
事
業
所

令
和
５
年
９
月
末
時
点

15
事
業
所

令
和
８
年
度
末

●
地
域
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
割
合
（介
護
予
防
・日
常
生
活
圏
域
ニ
ー

ズ
調
査
よ
り
）

10
.9
%

令
和
５
年
度

15
%

令
和
８
年
度

基
本
目
標

数
値

時
点

数
値

時
点

●
健
康
状
態
不
明
者
把
握
率

67
.3
%

令
和
４
年
度
末

70
％
以
上

各
年
度

●
健
康
状
態
不
明
者
の
う
ち
把
握
し
た
者
で
健
診
を
受
診
し
た
割
合

4.
5%

令
和
４
年
度
末

30
%

各
年
度

●
配
食
サ
ー
ビ
ス
実
利
用
者
数
（各
年
度
３
月
時
点
）

30
6人

令
和
４
年
度

33
0人

各
年
度

●
ワ
ン
コ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
延
利
用
者
数

1,
73
8人

令
和
４
年
度

2,
00
0人

各
年
度

●
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
受
講
者
数

2,
38
3人
/３
年
間

令
和
５
年
９
月
末
時
点

7,
50
0人
/３
年
間

令
和
８
年
度
末

●
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修
受
講
者
の
う
ち
，
高
知
市
社

会
福
祉
協
議
会
へ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
し
た
総
人
数

０
人
/３
年
間

令
和
５
年
９
月
末
時
点

90
人
/３
年
間

令
和
８
年
度
末

●
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
員
対
応
者
の
う
ち
，
在
宅
継
続
者
の
割

合
87
.3
%

令
和
５
年
３
月
末
時
点

90
%

各
年
度

●
認
知
症
カ
フ
ェ
開
催
か
所
数

31
か
所

令
和
５
年
９
月
末
時
点

40
か
所

令
和
８
年
度
末

●
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
開
催
か
所
数

―
―

４
か
所

令
和
８
年
度
末

●
希
望
を
か
な
え
る
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
の
配
布
数

―
―

21
0枚

令
和
８
年
度
末

●
地
域
で
の
認
知
症
高
齢
者
支
援
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

―
―

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

令
和
８
年
度
末

●
A
C
P
（
人
生
会
議
）
に
つ
い
て
：
「
自
分
が
望
む
医
療
や
ケ
ア
な
ど
に
つ
い
て
，
家
族
な
ど

の
身
近
な
人
と
話
し
合
っ
て
い
る
（
又
は
話
し
合
っ
た
こ
と
が
あ
る
）
」
人
の
割
合

28
.2
%

令
和
５
年
度

35
%

令
和
８
年
度

●
自
宅
や
施
設
で
の
最
期
を
希
望
す
る
人
の
う
ち
，
希
望
す
る
場
所
で
の

最
期
を
「実
現
で
き
る
」と
思
う
人
の
割
合

22
.3
%

令
和
５
年
度

30
%

令
和
８
年
度

●
入
・退
院
時
の
引
継
ぎ
に
つ
い
て
：退
院
時
の
医
療
機
関
か
ら
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
へ
の
紙
面
引
継
ぎ

70
%

令
和
４
年
度

80
%

令
和
８
年
度

●
「
知
っ
ち
ょ
い
て
ノ
ー
ト
」の
活
用
率

―
―

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
　
５
０
％

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
７
０
％

令
和
８
年
度

●
市
民
後
見
人
養
成
講
座
の
開
催

―
―

１
回
以
上
/年

各
年
度

●
意
思
決
定
支
援
に
関
す
る
啓
発

１
回

令
和
５
年
３
月
末
時
点

60
回
/年

各
年
度

安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る

～
暮
ら
し
に
不
安
を
持
つ
高
齢
者
・家

族
等
の
生
活
を
支
え
る
施
策
の
推
進

～

２
－
２
　
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
支
援

２
－
３
　
重
度
の
要
介
護
状
態
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
し
続

け
ら
れ
る
支
援

２
－
５
　
災
害
時
等
で
も
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
支
援

高
知
市
総
合
計
画
　
第
3次
実
施
計
画
，
高
知
市
強
靭
化
計
画
，
高
知
市
強
靭
化
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
記
載

２
－
１
　
ひ
と
り
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
支
援

２
－
４
　
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
た
め
の
権
利
を
守
る
支

援

第
２
節

現
状
（第
８
期
）

目
標
（第
９
期
）

施
策
の
方
向
性

い
き
い
き
と
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る

～
高
齢
者
の
健
康
増
進
・
社
会
参
加
に

よ
る
健
康
寿
命
の
維
持
向
上
及
び
介

護
予
防
の
推
進
～

１
－
１
　
健
康
づ
く
り
・介
護
予
防
の
推
進

１
－
２
　
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

１
－
３
　
市
民
が
主
体
と
な
る
地
域
活
動
の
推
進

指
標
名

施
策
の
方
向
性

第
１
節

指
標
名

現
状
（第
８
期
）

目
標
（第
９
期
）

高
知
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

指
標
名

現
状
（第
８
期
）

目
標
（第
９
期
）
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基
本
目
標

数
値

時
点

数
値

時
点

基
本
目
標

数
値

時
点

数
値

時
点

●
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
に
取
り
組
む
介
護
支
援
専
門
員
数

27
.4
%

令
和
５
年
１
月
時
点

80
%

令
和
８
年
度
末

●
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
活
用
事
業
所
数

０
%

令
和
５
年
度

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
数

の
80
%

令
和
８
年
度
末

●
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
向
上
の
た
め
の
研
修
体
系
作
成

―
令
和
５
年
度

作
成

令
和
８
年
度
末

●
「
こ
う
ち
介
護
カ
フ
ェ
」実
施
回
数

２
回

令
和
５
年
度
（９
月
末
時
点
）

４
回
以
上

各
年
度

●
「
こ
う
ち
介
護
カ
フ
ェ
」参
加
者
数

24
1名

令
和
５
年
度
（９
月
末
時
点
）

10
0名
以
上

各
年
度

指
標
名

基
本
目
標

数
値

時
点

数
値

時
点

●
自
立
支
援
・介
護
予
防
に
関
す
る
啓
発
回
数

54
回

令
和
５
年
９
月
末
時
点

27
0回
/３
年
間

令
和
８
年
度
末

●
自
立
支
援
型
地
域
ケ
ア
会
議
開
催
数

12
6回
/３
年
間

令
和
５
年
９
月
末
時
点

25
2回
/３
年
間

令
和
８
年
度
末

●
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（専
従
）の
配
置

５
人

令
和
５
年
９
月
末
時
点

14
人

令
和
８
年
度
末

●
介
護
支
援
専
門
員
の
配
置

２
人

令
和
５
年
９
月
末
時
点

14
人

令
和
８
年
度
末

●
「
見
え
る
化
」シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
，
事
業
の
達
成
状
況
確
認
の
実
施

回
数

●
事
後
点
検
実
施
率
（直
営
分
・委
託
分
）

●
分
析
と
対
策
検
討
の
実
施
回
数

●
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
点
検
実
施
率

●
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
点
検
で
の
指
摘
事
項
改
善
率

-
-

●
住
宅
改
修
：書
類
点
検
と
訪
問
調
査
（必
要
時
）の
実
施
率

●
福
祉
用
具
購
入
・貸
与
（軽
度
者
）：
書
類
点
検
と
訪
問
調
査
（必
要
時
）

の
実
施
率

●
縦
覧
点
検
の
実
施
率

●
医
療
情
報
と
の
突
合
の
実
施
率

介
護
給
付
費
通
知

の
送
付

●
介
護
給
付
費
通
知
の
送
付
回
数

●
国
保
連
合
会
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
出
力
帳
票
の
活
用
回
数

●
事
業
者
等
へ
の
照
会
，
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
実
施
回
数

●
対
象
事
業
所
へ
の
実
地
調
査
実
施
率

●
集
団
指
導
等
の
実
施
回
数

数
値

時
点

数
値

時
点

●
調
整
済
み
認
定
率

19
.4
%

令
和
４
年
度

19
.7
%

令
和
４
年
度

●
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
調
整
済
み
第
１
号
被
保
険
者
１
人
当
た
り
給
付
月
額

11
,1
02
円

令
和
３
年
度

11
,8
99
円

令
和
３
年
度

●
施
設
及
び
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
の
調
整
済
み
第
１
号
被
保
険
者
１
人
当
た

り
給
付
月
額

9,
53
5円

令
和
３
年
度

9,
31
1円

令
和
３
年
度

10
0％
（各
年
度
）

１
回
（令
和
５
年
度
（９
月
末
時
点
））

２
回
（各
年
度
）

80
％
（各
年
度
）

施
工
前
・後
と
も
に
10
0％

（各
年
度
）

施
工
前
・後
と
も
に
10
0％

（各
年
度
）

購
入
後
・貸
与
前
　
10
0％

（各
年
度
）

購
入
後
・貸
与
前
　
10
0％

（各
年
度
）

適
正
化
事
業
の
状

況
を
把
握
（確
認
数

値
）

指
標
名

現
状
（高
知
市
）

現
状
（中
核
市
平
均
）

適
正
化
に
関
す
る

シ
ス
テ
ム
の
活
用

一
部
実
施
（各
年
度
）

１
回
以
上
（各
年
度
）

１
回
（令
和
５
年
度
（９
月
末
時
点
））

２
回
以
上
（各
年
度
）

指
導
監
査
等
の
効

果
的
な
実
施

90
%（
各
年
度
）

10
0％
（各
年
度
）

期
中
に
１
回
（各
年
度
）

１
回
以
上
（各
年
度
）

第
５
節

現
状
（第
８
期
）

目
標
（第
９
期
）

施
策
の
方
向
性

多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
効
果
的
に
受
け
ら

れ
る

～
保
険
者
に
よ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能

の
強
化
・
推
進
～

５
－
１
　
多
様
な
主
体
と
の
考
え
方
や
方
向
性
の
共
有

５
－
３
　
地
域
分
析

に
基
づ
く
保
険
者
機

能
の
強
化

●
「
見
え
る
化
」シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
情

報
共
有
・
地
域
分
析
の
促
進

１
回
以
上
（各
年
度
）

※
高
知
県
に
報
告
予
定

●
介
護
給
付
等
に

要
す
る
費
用
に
か

か
る
適
正
化
事
業

の
実
施

要
介
護
認
定
の
適

正
化

10
0％
（各
年
度
）

10
0％
（各
年
度
）

１
回
（各
年
度
）

１
回
（各
年
度
）

10
0％
（各
年
度
）

10
0％
（各
年
度
）

縦
覧
点
検
・
医
療
情

報
と
の
突
合

10
0％
（各
年
度
）

10
0％
（各
年
度
）

10
0％
（各
年
度
）

５
－
２
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化

ケ
ア
プ
ラ
ン
等
の
点

検

１
回
以
上
（各
年
度
）

※
高
知
県
に
報
告

介
護
や
看
護
に
従
事
す
る
人
た
ち
が
誇

り
と
や
り
が
い
を
持
っ
て
働
き
続
け
ら
れ

る

～
介
護
事
業
所
・従
事
者
の
質
の
向

上
，
労
働
環
境
の
整
備
促
進
～

４
－
１
　
事
業
所
の
質
の
向
上

４
－
２
　
事
業
所
の
職
場
環
境
の
改
善
支
援

第
４
節

指
標
名

現
状
（第
８
期
）

目
標
（第
９
期
）

施
策
の
方
向
性

住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ

る

～
暮
ら
し
に
不
安
を
持
つ
高
齢
者
・家

族
等
の
生
活
を
支
え
る
施
策
の
推
進

（住
環
境
・公
共
交
通
な
ど
）～

３
－
１
　
多
様
な
暮
ら
し
方
の
支
援

第
５
節
に
記
載

３
－
２
　
暮
ら
し
の
中
で
受
け
ら
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

介
護
保
険
事
業
計
画
に
記
載

３
－
３
　
公
共
空
間
や
交
通
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

高
知
市
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
本
構
想
，
高
知
市
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
道
路
特
定
事
業
計
画
及
び
高
知
市
地
域
公
共
交
通
計
画
に
記
載

第
３
節

指
標
名

現
状
（第
８
期
）

目
標
（第
９
期
）

施
策
の
方
向
性
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